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令和４年度インターンシップ実施における 
新型コロナウイルス感染症対策に関する取り決めについて 

 
 
 令和４年度インターンシップ実施における新型コロナウイルス感染症対策について、鳥羽商船
高等専門学校および受入企業は、実施前および受入中にそれぞれ下記内容の感染症対策を実施す
る取り決めに同意し、本インターンシップが本校学生にとって安全かつ有意義なものとなるよう
努めることとする。 
 
 
鳥羽商船高等専門学校 
 日常生活(特にインターンシップ前２週間)において、下記内容の感染症対策を実施する。 
 
・日常生活におけるマスクの着用 
・日常生活における消毒用アルコールによる小まめな手指消毒 
・人ごみなど、感染リスクが高まる「三密」を避ける指導 
・本校指定の体調チェックアプリによる健康状態管理 1 
・インターンシップ当日から、過去２週間分の行動履歴確認表の提出 2(本校所定の様式) 
 
 
受入企業等 
 インターンシップ期間(従事時間外も含む)において、下記内容の感染症対策を実施する。 
 
・受入企業が定める感染症対策の実施 
・インターンシップ期間におけるマスクの着用 
・インターンシップ期間における消毒用アルコールによる小まめな手指消毒 
・会食等、感染リスクが高いと思われることは実施しない 
・周辺の繁華街などの「三密」を避ける指導 
・インターンシップ期間中の行動履歴確認表の提出 3(本校所定の様式) 
 
 
 
 
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、学校からインターンシップの中止をお
願いする場合がある。(オンラインを除く) 

 
1 学生の体調チェックアプリへの入力状況並びに入力内容によっては、派遣を中止することがある。 
2 本校および受入企業へ提出。 
3 インターンシップ後、本校および受入企業へ提出。 


